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犬山市議会第１６号議案  

 

   犬山市介護保険条例の一部改正について  

 

 犬山市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるも

のとする。  

 

  令和６年２月２６日提出  

 

                   犬山市長  原   欣  伸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （説  明）  

 この案を提出するのは、令和６年度から令和８年度までの介護保険

料率を定めるため必要があるからである。  
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   犬山市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 犬山市介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように

改正する。  

 第３条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同項第１号中「２８，６００円」を「２

６，１００円」に改め、同項第２号中「３７，３００円」を「３４，

４００円」に改め、同項第３号中「４３，０００円」を「３９，６０

０円」に改め、同項第９号ア中「４００万円」を「４２０万円」に改

め、同項第１０号ア中「６００万円」を「５２０万円」に改め、同項

第１１号ア中「８００万円」を「６２０万円」に改め、同項第１２号

ア中「１，０００万円」を「７２０万円」に改め、同条第２項中「１

７，２００円」を「１６，３００円」に改め、同条第４項中「４０，

１００円」を「３９，３００円」に改める。  

   附  則  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

２  この条例による改正後の第３条の規定は、令和６年度分の保険料

から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従

前の例による。  
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○犬山市介護保険条例の一部改正のための新旧対照表 

新（改正後） 旧（改正前） 

 （保険料率） 

第３条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各

号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をい

う。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

第３９条第１項第１号に掲げる者 ２６，１００円 

 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３４，４００円 

 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３９，６００円 

 (4)～(8)  略 

 (9)  略 

ア 合計所得金額が４２０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ  略 

 (10)  略 

ア 合計所得金額が５２０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ  略 

 (11)  略 

ア 合計所得金額が６２０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ  略 

 (12)  略 

ア 合計所得金額が７２０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ  略 

 (13)  略 

２ 前項第１号に掲げる保険料率は、同号の規定にかかわらず、１６，３００

円とする。 

３  略 

４ 第１項第３号に掲げる保険料率は、同号の規定にかかわらず、３９，３０

０円とする。 

 （保険料率） 

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、次の各

号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をい

う。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

第３９条第１項第１号に掲げる者 ２８，６００円 

 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３７，３００円 

 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４３，０００円 

 (4)～(8)  略 

 (9)  略 

ア 合計所得金額が４００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ  略 

 (10)  略 

ア 合計所得金額が６００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ  略 

 (11)  略 

ア 合計所得金額が８００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ  略 

 (12)  略 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ  略 

 (13)  略 

２ 前項第１号に掲げる保険料率は、同号の規定にかかわらず、１７，２００

円とする。 

３  略 

４ 第１項第３号に掲げる保険料率は、同号の規定にかかわらず、４０，１０

０円とする。 

 


